
瞬快 サービス規約       (2005/11 版) 
第１条（適用範囲） 

  本規約は、株式会社富士通四国システムズ（以下「ＦＪＳＫ」という）

がお客様に提供する瞬快サービス（以下「本サービス」という）に関する

実施条件を規定したものです。お客様は、本サービスの利用を希望する場

合、本規約を承諾のうえ、ＦＪＳＫのパートナー（以下「パートナー」と

いう）を経由して、ＦＪＳＫに対し申し込むものとします。パートナーか

らの申込みに対するＦＪＳＫの承諾をもって、本サービスに関するパート

ナーとＦＪＳＫとの契約（以下「本契約」という）は、成立するものとし

ます。 

 

第２条（本サービスの内容） 

  ＦＪＳＫは、本サービスをご契約いただいたお客様に対し、日本国内に

おいて以下の各号のサービスを提供します。ただし、以下のサービスのサ

ポート対象製品は、『瞬快』とします。 

１．Ｑ/Ａサービス 

（１）内容 

ＦＪＳＫは、お客様からの瞬快のインストール、設定、使用方法、

使用環境、トラブル等の問い合わせに対する回答を行います。 

（２）サービス時間帯 

９：００から１２：００及び１３：００から１７：００（ＦＪＳ

Ｋの休日を除く） 

（３）サービス方法 

a. 問い合わせおよび回答には、電話、ＦＡＸ、インターネット

を使用します。 

b. 電話回線料および付帯設備はお客様が負担するものとします。 

（４）特典 

a. Ｑ/Ａサービス製品（次年度以降契約を含む）をご購入頂いた

お客様に対し、ご契約期間内は、お客様のご要求に応じて、無

償にて製品の版数アップ、レベルアップを行うことができます。 

b. ご契約のお客様専用のホームページをご用意しております。 

 

２．バージョンアップ付きＱ/Ａサービス(以下「Ｖｕｐ付きＱ/Ａサービ

ス」という) 

 Ｖｕｐ付きＱ/Ａサービスをご購入のお客様は前第１項第（１）号か

ら第（４）号の内容に加え、以下の特典が追加されます。 

 （１）特典 

     Ｖｕｐ付きＱ/Ａサービス製品（次年度以降契約を含む）をご購

入頂いたお客様に対し、ご契約期間内は、お客様のご要求に応じ

て、無償にて製品のバージョンアップを行うことができます。 

 

３．導入支援サービス（オンサイト）(以下「導入支援サービス」という) 

  （１）内容 

ＦＪＳＫは、お客様が瞬快を導入するにあたり、必要な要件ヒア

リング、システム設計支援、環境定義／設定、瞬快のインストー

ル支援および動作確認を行います。 

 （２）サービス時間帯 

    ９：００から１７：００（ＦＪＳＫの休日を除く） 

 （３）サービス方法 

サービス員が、お客様の指定する場所でサービスを実施します。 

 

４．導入教育支援サービス（オンサイト）(以下「導入教育支援サービス」

という) 

（１）内容 

ＦＪＳＫは、お客様が瞬快を利用／運用するにあたり、必要な要

件のヒアリング、運用指導および操作教育を行います。 

 （２）サービス時間帯 

  ９：００から１７：００（ＦＪＳＫの休日を除く） 

（３）サービス方法 

サービス員が、お客様の指定する場所でサービスを実施します。 

 

５．動作検証サービス (以下「動作検証サービス」という) 

 （１）内容 

ＦＪＳＫは、お客様から借用したクライアント機器にて、瞬快の

各種動作の検証を行い、動作検証結果及び動作検証環境を報告す

るものとします。サービス内容は借用したクライント機器での動

作検証であって、借用クライント機種全般での動作を保証するも

のではありません。 

 （２）サービス時間帯 

    ９：００から１７：００（ＦＪＳＫの休日を除く） 

 （３）サービス方法 

お客様から借用した機器にてＦＪＳＫ及びＦＪＳＫ指定の場所

でサービスを実施します。 

 

 

第３条（本サービスの実施期間） 

 本サービスの実施期間は、次の各号のとおりとします。 

１．お客様に提供するサービスがＱ／Ａサービス、Ｖｕｐ付きＱ／Ａサー

ビスの場合 

 （１）サービス期間 

サービス実施開始日から１年間とします。ただし複数年契約商品

の場合は購入した商品の契約年数の間とします。なお、お客様は、

ＦＪＳＫ所定の書面にサービス実施開始月を記入後パートナー

経由でＦＪＳＫに提出するものとします。 

 （２）新規契約 

サービス商品を購入し新規にサービスを受ける場合、サービス商

品（瞬快）に対応したパッケージを同時に購入するものとします。 

 （３）継続契約 

サービスの契約を結んでいるお客様は現在契約中のサービス商

品を購入することで、サービス内容を継続して受けることができ

ます。 

ただし、サービス期間を過ぎた場合および別サービス商品の購入

は、新規契約の取り扱いとします。 

 

２．お客様に提供するサービスが導入支援サービス、導入教育支援サービ

ス、動作検証サービスの場合 

お客様とＦＪＳＫとの間で別途協議のうえ定めるサービス実施開始

日から当該サービスの実施が完了するまでの間を実施期間とし、その

実施完了予定日は、注文書記載のとおりとします。 

 

第４条（お客様の協力） 

１．ＦＪＳＫが本サービスをお客様の工場、事務所等（以下「お客様事業

所」という）にて実施する必要がある場合、お客様はＦＪＳＫに対し

お客様事業所への立入および本サービスの実施に必要な什器備品等

の無償使用を認めるものとします。 

２．前項によりＦＪＳＫが本サービスをお客様事業所にて実施する場合、

ＦＪＳＫはお客様の指示に基づき、当該お客様事業所におけるお客様

の安全、衛生規則等を遵守するものとします。 

３．お客様は、ＦＪＳＫが本サービスを実施するにあたり、お客様が保有

するプログラム、データ等のうち必要と判断するものについてバック

アップを取得するものとします。 

 

第５条（検収） 

  本サービスが導入支援サービス、導入教育支援サービスの場合 
ＦＪＳＫが、当該サービスを終了した場合、お客様はＦＪＳＫ所定の書面

に記名押印することをもって、ＦＪＳＫに対する検収を完了するものとし

ます。 

 

第６条（対価） 

１．本サービスの対価は、お客様とパートナーとの間の注文書その他の書

面に記載のとおりとし、お客様は当該対価をパートナーに支払うも

のとします。 

 

２．お客様に提供するサービスがＱ／Ａサービス、Ｖｕｐ付きＱ／Ａサー

ビスの場合、本サービスの対価は、本サービスが契約期間満了以前に

終了した場合でも、ＦＪＳＫの責に帰すべき事由による終了の場合を

除き、お客様に対し返還されません。 

 

第７条（本サービスに対する責任） 

 本サービスに対するＦＪＳＫの責任は、次の各号のとおりとします。 

１．お客様に提供するサービスがＱ／Ａサービス、Ｖｕｐ付きＱ／Ａサー

ビスの場合 

（１）ＦＪＳＫの責任は、お客様からの問い合わせに対して最善の努力

をもって回答することに限られるものとします。 

（２）ＦＪＳＫの責任は、お客様がサービス商品の特典で入手した新製

品はお客様の責任で導入するものとします。 

 

２．お客様に提供するサービスが導入支援サービス、導入教育支援サービ

ス、動作検証サービスの場合 

（１）当該サービスの結果に、誤りその他の不具合（以下総称して「不

具合等」という）が生じ、検収完了後１年以内にその旨ＦＪＳ

Ｋに通知された場合には、お客様、パートナーおよびＦＪＳＫ

は、当該不具合等の原因について協議するものとします。協議

の結果、当該不具合等がＦＪＳＫの責に帰するものであると判

断された場合、ＦＪＳＫは無償で当該不具合等を修正するもの

とします。ただし、当該不具合が重要なものでなく、かつ、そ

の修正に過分の費用を要する場合、ＦＪＳＫは当該修正の責任

を負担しないものとします。 
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（２）合理的な範囲で修正を繰り返し実施したにもかかわらず前号の不

具合が修理されなかった場合、当該不具合等に起因してＦＪＳＫ

がお客様に損害を与え、お客様がパートナー経由でＦＪＳＫに対

して損害賠償を請求したときは、お客様、パートナーおよびＦＪ

ＳＫによるその損害額等についての協議のうえ、本契約の解除の

有無にかかわらず、本契約の当該サービスに関する対価を限度と

して、賠償責任を負うものとします。ただし、ＦＪＳＫの責に帰

すことができない事由から生じた損害、ＦＪＳＫの予見の有無を

問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については賠償責任

を負わないものとします。なお、ＦＪＳＫが本号に基づき責任を

負う期間は前号と同じとします。 

 

第８条（再委託） 

１．ＦＪＳＫは、本契約に基づき受託した本サービスの全部または一部の

作業を、ＦＪＳＫの責任において第三者に再委託できるものとします。 

 

２．前項に基づきＦＪＳＫが再委託した場合の、再委託先の選任、監督な

らびに再委託先の行った作業の結果については、当該再委託先がお客

様の指定に基づくものであるものを除き、一切ＦＪＳＫが責任を負い

お客様には迷惑を掛けないものとします。 

 

第９条（秘密保持義務） 

１．本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。 

（１）秘密である旨の表示をした書面（ 電子的形式を含む） で開示さ

れた相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報 

（２）秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により

開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、

開示後14日以内に相手方に書面で提示された情報 

 

２．前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項に

おける秘密情報から除くものとします。 

（１）開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した

当事者（ 以下「受領者」という） の責によらずして公知となっ

たもの 

（２）受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した

もの 

（３）開示の時点で受領者が既に保有しているもの 

（４）開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの 

 

３．お客様およびＦ Ｊ Ｓ Ｋ は、それぞれ相手方から開示された秘密情

報の秘密を保持し、本規約の履行のために知る必要のある自己の役

員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。ま

た、お客様およびＦ Ｊ Ｓ Ｋ は、秘密情報の開示のために相手方

から受領した資料（ 電子メール等、ネットワークを介して受信した

秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という） 

を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に

譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させない

ものとします。 

 

４．前項にかかわらず、お客様およびＦ Ｊ Ｓ Ｋ は、法令により第三者

への開示を強制された場合、当該法令の範囲内で秘密を保持するた

めの措置をとることを当該第三者に要求のうえで、秘密情報を当該

第三者に開示、提供することができるものとします。 

 

５．第3項にかかわらず、Ｆ Ｊ Ｓ Ｋ は、再委託先に対して、本条に定

める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課したうえで、第 1 項に

おけるお客様の秘密情報を開示、提供することができるものとしま

す。 

 

６．お客様およびＦ Ｊ Ｓ Ｋ は、相手方から開示された秘密情報を、本

規約の履行のためにのみ使用するものとしその他の目的に使用しな

いものとします。 

 

７．お客様およびＦ Ｊ Ｓ Ｋ は、本規約の履行のために必要な範囲で秘

密資料を複製できるものとします。なお、秘密資料の複製物（ 以下

「複製物」という）についても本条の定めが適用されるものとしま

す。お客様およびＦ Ｊ Ｓ Ｋ は、相手方から要求があった場合、

または本規約の履行を完了した場合、遅滞なく秘密資料（ 複製物が

ある場合はこれらを含む）を相手方に返却、または破棄もしくは消

去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしくは消去し

た後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。 

 

８．お客様およびＦ Ｊ Ｓ Ｋ は、相手方の秘密情報を知ることになる自

己の役員および従業員に本規約の内容を遵守させるものとします。 

９．本条項第1条第1項にかかわらず、本規約に関連して、別途お客様お

よびＦ Ｊ Ｓ Ｋ 間で秘密保持に関する契約等を締結している場合、

または、締結する場合には、当該契約等の定めと本規約の定めが異な

る範囲において、当該契約等の定めが本規約に優先して適用されるも

のとします。 

 

10．お客様が保有する個人情報（ 「個人情報の保護に関する法律」第２ 条

第１ 項に定めるものをいい、以下同じ）でその旨明示のうえ開示さ

れた情報および当該個人情報の開示のために相手方から受領した資

料（ 第３ 項の資料と同種のものいう）についてはそれぞれ、本条に

おける秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うものとします。た

だし、第２ 項第(1) 号から第(3)号は個人情報には適用されないもの

とします。 

 

11．Ｆ Ｊ Ｓ Ｋ は、Ｆ Ｊ Ｓ Ｋ がお客様から受領した顧客の秘密情報

（ 個人情報を含む） について、本条に定めるお客様の秘密情報に準

じて取り扱うものとします。 

 

第１０条（解除） 

１. お客様が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、ＦＪＳＫは

なんらの通知・催告を要せずただちに本契約の全部または一部を解

除できるものとします。 

（１）手形または小切手が不渡りとなったとき 

（２）差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、

または租税滞納処分を受けたとき 

（３）法的倒産手続き（破産、民事再生手続、商法上の会社整理、会社

再生手続を含み、かつこれらに限らないものとします）による手

続き開始の申し立てがあったときもしくは清算に入ったとき 

（４）解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しよう

としたとき 

（５）監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃

業しようとしたとき 

（６）本契約に基づく債務を履行せず、ＦＪＳＫから相当の期間を定め

て催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないと

き 

 

２. お客様は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益

を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済す

るものとします。 

 

第１１条（ＦＪＳＫの責任） 

１．ＦＪＳＫは、本契約に基づく債務を履行しないこと、もしくは前条第

１項第（１）号から第（４）号までのいずれかに該当したことにより

お客様に損害を与えた場合、お客様、パートナーおよびＦＪＳＫによ

るその損害額等についての協議のうえ、損害発生の直接の原因となっ

た本製品等に関する以下の各号の金額を限度として、賠償責任を負う

ものとします。ただし、ＦＪＳＫの責に帰すことができない事由から

生じた損害、ＦＪＳＫの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損

害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 

（１）お客様に提供するサービスがＱ/Ａサービス、Vup付きＱ/Ａサー

ビスの場合 

   本契約サービスの対価 

（２）お客様に提供するサービスが導入支援サービス、導入教育支援サ

ービスの場合、動作検証サービスの場合 

  本契約サービスの対価 

 

２．Ｆ Ｊ Ｓ Ｋ が負う責任は本契約または付帯契約に定める範囲に限ら

れるものとします。なお、前項に定めるＦ Ｊ Ｓ Ｋ の責に帰すこと

ができない事由には、次に定める場合が含まれるものとし（ ただし、

これに限らない） 、Ｆ Ｊ Ｓ Ｋ は当該事由に起因してお客様に生

じた損害についてはいかなる法律上の義務も負わないものとします。 

a.パートナーが独自にお客様に提供した物品に起因するトラブルの

場合 

b.Ｆ Ｊ Ｓ Ｋ が提供するサービス環境に対して第三者が故意に当

該機能を破壊する場合 

 

第１２条（管轄裁判所） 

 本契約に関する訴訟については、高松地方裁判所をもって第一審の専属

的合意管轄裁判所とします。 

 

第１３条（誠実協議） 

 本規約に定めのない事項については、その都度お客様、パートナーおよ

びＦＪＳＫ誠意をもって協議し円満に解決するものとします。 

 以  上 
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